
 ～日本山岳協会山岳共済会会員様限定～ 
 「山岳共済会の山岳遭難・捜索保険」のおすすめ 

《正式名称：団体生活総合補償保険（傷害補償（標準型）特約付）》 

 
 

 

 
●この保険は「日本山岳協会山岳共済会」が保険契約者となる団体契約です。 会員は毎年、年会費が必要です。※ 

 お申込人（＝被保険者（補償の対象者））となれる方は 「日本山岳協会山岳共済会会員」のみとなります。 
※詳しくは、別途配布されております「山岳共済会のしおり」をご確認ください。 
 

この保険の主な補償内容  
 

 ・トレイルランニングでのケガで死亡された場合 （※加入タイプによってはケガによる入通院を補償対象とすることができます。） 
 ・トレイルランニング中に急激かつ偶然な外来の事故により遭難し、救援者費用が発生した場合等 
 なお、トレイルランニング中だけでなく、日常生活や業務中に起こった傷害事故も補償の対象となります。      

 ●パンフレット掲載のハイキングコースⅠ型と同一です。 
 ●複数セット・口数のお申込みはできません。（全ての加入タイプ・セットのうちいずれか一つのみ選択可能。） 
 ●保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果上記と異なる保険金額に 
   変更される場合があります。この場合、傷害死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらか 
   じめご了承ください。 
 ●保険期間は平成26年4月1日～平成27年4月1日となります。毎月、パンフレット掲載の所定の日付での中途加入も受け付 
  けております。   

お問い合わせ及びパンフレット請求先：日本山岳協会山岳共済事務センター 

月～金 10：00 ～ 17：00（土・日・祝祭日除く） 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3－ 7－11－707  

電話 03－5958－3396 FAX 03－5958－3397 

Eメールアドレス sangakukyousai@mbd.ocn.ne.jp 

ホームページ http://sangakukyousai.com 

保険契約者：日本山岳協会山岳共済会 

 

取扱代理店：瀬田工業有限会社 

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社 

この保険のご加入条件 

●このチラシは保険の特徴を説明したものです。詳細はパンフレット「山岳共済会の山岳遭難・捜索保険 

 のご案内」  をご覧ください。（パンフレットは日本山岳協会山岳共済事務センター宛ご請求ください。） 

約５２％ 

割引!! 

 

 

 

トレランプラン 

*1 傷害後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100％～4％をお支払いします。 
*2 個人賠償責任の補償が無いタイプは日本山岳協会山岳共済事務センターまでお問い合わせください。 

本プランは 
トレイルランニング愛好者向けのプランです。 
この機会のご加入を是非ともご検討ください。 
年間を通じて各大会に参加される方には便利な保険です。 

お手続き方法等、詳しくはパンフレットをご請求のうえ、ご参照ください。 

トレラン 

愛好者 

向け 

保険金額 トレランプラン 

タイプ名 Ⅰ 
傷害死亡・後遺障害*1 １５０万円 

救援者費用 ３００万円 

個人賠償責任*2 １億円 

傷害入院保険金日額*3 ２，０００円 

傷害手術保険金 
入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、それ以外
の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍をお支払します。 

傷害通院保険金日額 なし 

年間保険料 ２，２４０円 



中途加入の方（補償開始が4月1日以外の方）の保険料表 

「トレランプラン」の中途加入保険料表（職種級別Ａ級の場合） （単位：円） 

中途加入について 

  

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

Ⅰ 2,240円 2,060円 1,860円 1,690円 1,500円 1,310円 1,120円 940円 740円 
日本山岳協会山岳共済
事務センターまでお問い
合わせください。 

補償開始月 

 
加入タイプ 

 

山岳共済事務センターのホームページからも、山岳協会への入会・ 
資料請求が可能です。ご活用ください。 
 

ホームページURL ：http://sangakukyousai.com 

ホームページをご活用ください。 

承認番号：B14-101037  使用期限：2015.4.1 


